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特掲診療料

第 12 部，第 13 部

放射線治療病理診断

(放射線治療について)

治療計画・照射計画を作成し患者等に説明及び同意を得ることは

他の行為と同様です。 また，必要に応じて治療に関して十分な情報

を提供していく必要もあります。 診療録には治療内容等の説明を行

った旨を記載し，文書を交付した場合には写しを診療録に添付しま

す。

なお，診療録には放射線治療の指示内容を記載し， 照射を行った

診療放射線技師は照射記録を作成し署名します。 放射線治療及びそ

の加算における施設基準には，放射線治療を専ら担当する常勤の医

師や診療放射線技師の兼任についての規定 (兼任可文は不可) が、あ

りますので注意しましょう 。

(病理診断について)

病理診断料や病理判断料があり，これらは検査同様に，検査結果

に基づく判断 (評価) の要点の記載が必要となります。

. 
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しました

eN007 病理判断料

〈記載〉

- 病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点の記載

がない，又は記載内容が乏しい。
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MOOO-2 放射性同位元素内用療法管理料

放射性同位元素内用療法管理!料は，非密封放射線源による治療で，放射性同

位元素を生体に投与 し， その放射能による病巣内!照射を行う放射線治療に当た

り，当該治療を受けている患者の継続的な管理引 を評価するものです。 放射

性同位元素内用療法に関する内容について説明 ・ 指導し，計画的な治療管理を

行った場合に算定 します料。務、

放射性同位元素の内用後 4 月間は，内用の有1!!~にかかわらず算定できます。

胆規定[記載又は添付]

説明・指導 した内容等を診療録に記載又は添付する。

.記載等のポイント

口放射性同位元素の内用を明確にする。

口管理の開始の日付を明確にする。

口放射性同位元素内用療法に関する説明及び指導した旨を記載する。

口説明・指導の内容を記載又は添付する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 ・ 甲状腺癌

右頚部リンパ節転移にて甲状腺全摘手術及び右頚部郭清術施行。

11 月 5 日

A. P ) 本 日 ， 本人に治療計画書及び内用療法について文書を交付し説

明。 同意を得る。

・ヨウ素を取り込む準備段階としての治療法(タイ口ゲン法及び甲状腺

ホルモン休薬法)について説明。

-入院中・退院後の日常生活上の注意・検査時期等について説明

その他省略

.11 ハ 2， 11 ハ 3 タイロゲン投与キ 11 ハ 4 ヨウ化ナトリウム

内服

- 注意事項等文書にて説明済み

(交付文書の写し添付)

11 月 12日 A , P) タイ ロゲン投与 他省略

11 月 13日 A , P) タイロゲン投与 他省略

11 月 14日 ヨウ化ナトリウムカプセル処方

放射性同位元素内用療法管理料 他省略

※ l 放射性同位元紫内問療法

管理に当たっては，退t11基準

等，放射線管理IIの基準に沿っ

て行われる必姿があります

※ 2 適応、は， Ei"状11息筋， 甲状

腺機能充逃痕， 問形痛手l'転移

による~1ì百. ß 制11 1抱性非ホジ

キンリンパ阻及び'1~1'転移のあ

る去勢抵抗性前立IJ出絡です

※ 3 r骨転移のある去勢抵抗

性前立腺絡に対するものj は

l 月当たりの回数によらず，

放射性同位元素を内用した日

に|浪り算定しますが， それ以

外については，月 l 回 |浪りの

釘定です

。参考 診療報酬WJ制11mには，

管理の開始の日付を記載 しま

す

( l 放射性同位元索内用療法

に |刻する内容について説明・

指導した旨を記献します

( 2 説明等の内容を記載しま

す。 文書等で説明した場合は

その写 しを添付します

( 3 管理の開始した日付を l明

確にし， 当該管理II料を鈴定す

る旨を言(!íl正します
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M001 体外照射 r 2 J 高エネルギー放射線治療
「注 2J 1 回線量壇加加算

I 回線量増加加算は，施設基準届出保険医療機関 。け にお いて，高エネルギ

ー放射線治療として l 回の線量が2 . 5 G y以上の全乳房照射を行う患者に対 し

て，文書を交付し，治療内容等の詳しい説明を行っ た場合に算定できる もので

す。

(主な要件)

・日本放射線!盛場学会が作成 した最新の 「放射線治療言 | 函iガイドラ イ ンJ を

遵守 して実施する

・治療の内容，合併症及び予後等を!照射線iztと回数の違いによ る差異が分か

る よ う に文書を用いて詳 しく 説明する

・患者の同意を得る

・患者から要望のあった場合， その都度治療に関して十分な情報を提供する

・患者に交付した説明文書(書式様式は自由) を診療録に添付する

胴規定[添付][記載}

患者への説明は，図，画像， I映像，模型等を用いて行う こ と も可能である

が， 説明した内容については文書 (書式様式は自由) で交付，診療録に添付す

る 。 また ， 患者への説明が困難な状況にあっては， 事後の説明又は家族等関係

者に説明を行っても差 し支えな い。 ただし， その旨を診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口患者に治療内容等の説明文書 (書式様式は自由)を交付し，説明する問。

口交付した説明文書を添付する。

口同意を得た旨を記載する(同意書がある場合は写しを添付)。

口事後の説明又は家族等関係者に説明を行った場合はその旨を記載する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

.記載例

症例.乳癌， 56歳，女性

乳房温存手術術後， 月重蕩 2cm ， 浸潤癒， 切除断端陰性

5 月 8 日

A , P ) 本日 ， 本人及び家族(夫，息子) に文書を交付し，治療計画説明。

通常 1 回 2Gy ・ 遇 5 日 23-25回・ 総量46~50Gy。 追加照射 1 回 2

Gy. 週 5 回 ・ 総線量1 0Gy=争残存全乳房に 1 回線量を2.66Gyで週 5

日 ・合計 1 6回の寡分割照射( 1 回線量増加による照射)を提案。

有効性(根治率) 及び遅発性有害現象などについて本人及び家族に説明。

治療内容に同意を得る。(説明文書添付) ※本人の署名あり

5 月 10日

高エネルギー放射線治療( 1 回目 ) : 1 回2.66Gy接線対向二門照射

1 回線量増加加算 その他省略

※ l 要件として，照射方法を

問わず，高エネルギー放射線

治療を年間 1 00例以上実施し

ている こ となどがあります

※ 2 説明及び文書は!照射線量

と間数の迩いによる差異が分

かるようにする

( l 文書を交付し，説明しま

す

( 2 患者の同意を得ます

( 3 交付した文-;nを添付しま

す

( 4 当該加算を$'1定した旨を

記載します
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M001-4 粒子線治療 「注 2J 粒子線治療適応判定加算

粒子線治療は重粒子線治療と陽子線治療の場合があり，適応が異なります

が，ともに数か月間の一五~の治療過程に複数回の治療を行った場合であって

も，一連につき l 回のみtì定します。 この粒子線治療の加算の一つに，粒子線

治療適応判定加t?ーがあります。

粒子線治療適応判定加算は，キャンサーボードによって粒子線治療の適応判

定等が笑胞される体制を有する ;; - 1 などの施設基準に巡合し，届け出た保険医

療機関において，粒子線治療の適応判定が実施された場合に算定できるもので

す :' 2 。

算定に当たっては，粒子線治療を受ける全ての患者に対して，治療の内容，

合併症及び予後等について文書を交付して詳 しく説明を行わなければなりませ

ん。 また，忠者から要望のあった場合は，その都度治療に1*1 して十分な情報を

提供します。

(J患者等への説明について)

・粒子線治療を受ける全てのj心者に対して行う

・文書(様式|三1 1:1:1 )を交付して行う

・内容は治療内容，合併症及び予後等を含む

・交付した文書を診療録へ添付する

.規定 [添付1
!i患者への説 I V.I F'~容については文~I ~ 沓式i儀式は自由) で交付し，診療録に添

付する 。

.記載等のポイント

口粒子線治療を受ける全ての患者等に対して，文書を交付して説明を行う。

口説明文書の写しを添付する。

口当該加算を算定する旨を記載する泊。

胆記載例

症例 :頭蓋底脊索腫， 8歳，男性

自院で粒子線治療に係るキャンサーボー ド(有)

※ l 自 |涜で粒子線治療に係る

キャンサーボードを IJfHWする

協合と述抗体制のあるがん診

療述悦拠点病院のキャンサー

ポードに参加する場合があり

ます

※ 2 必要に応じてキャンサー

ボードにおいて適応判定等が

笑胞可能な体制を有している

ことを評価するものであるこ

とから，施設基準を満たして

いれば，粒子総治療を行う

~~I 守の患者に対して当該迎応

判定等が笑施されなくてもt):

定できます(平28.3 .31 医療

訴事務連絡)

。参考 キャンサーボードと

は，がん}心者の抗状，状態及

び治療方針等を怒見交換，共

有，検討，侃'1nf.等を行うため

のカンファレンスをいいま

す。 月に l 回以上1m催されて

いることが必裂です

※ 3 2l! f!l:を満たし，尖際に粒

子線治療をTI定した際に IJIl TI

(日以世) します

0年11 月 1 日 : キャ ンサーボー ド実施 | ( l キヤンサーボードにおい

外科(医師00)，小児科(医師00)，泌尿器科(医師00)，化 | て迎応判定を夫胞しています

学療法(医師00) 科，放射線科(医師00)，病理診断(医師o I (設基準を満たしている)
0) ，緩和ケア科(医師00) の医師による合同カンファレンス。

当該患者について . 再発率 ・予後不良，手術療法も極めてリスクが

高いことから， 重粒子線治療を行うことを決定。

1 1 月 10日

本人，家族(父親，母親)と来院。 A個室使用。 10 : 00-1 1 : 00 

S) 0) 省略
A , P) 本日 ， 治療計画書を交付し， 粒子線療法の短所・長所などについ | ( 2 >c ，l~を交付して，治療内

て説明。 同意を得る。 I 谷等の説明を行います

(説明文書の写し添付 ⑨ 3 説明文;11の写しを添付し
ます
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NOOO 病理組織標本作製 r2J セルフ、ロック法によるもの 図
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 図

病型組織標本作製の i2J セルブロ ック法によるものは，穿刺!吸引等により

採取 した検体を用いてセルブロ ック法認' 1 により標本作製した場合に算定しま

す。

(適用)

. :ru性 1干l皮!日:を疑う患者

-組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な11市怒性!医務を疑う患

者

免疫染色(免疫抗体法)病理組織J標本作製は，病理組織標本を作製するにあ

たり免疫染色を行った場合に，方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の

種類にかかわらず 臓器につき l 回のみ算定するものです。 セルフ'ロ ック法

による病理組織標本に対する免疫染色については，上記の適用患者に対して実

施した場合に算定できます。

胴規定 [記載]

〈病理組織標本作製 i2J の「セルフ.ロ ック j去によるものJ 及び免疫染色(免

疫抗体法)病理組織標本作製(セルフ.ロ ックj去によるもの))

lIil i恕性)陸揚を疑う患者に対して実施した場合には， 組織切Jtを検体とした病

理組織傑本作製が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の

摘~欄に記載する。

.記載等のポイント

〈肺悪性腫蕩を疑う患者に対して実施した場合〉

口組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由

を記載する。

※ l セルプロ ック法とは，採

取された検体をスライドガラ

スに貼り付けるのではなく，

パラフ ィンプロ ック を作製し

て組織標本とするものです

。参考 診療報酬I~l紺13にも同

様の医学的理由を記載します



N007 病理判断料

病理診断には，病理組織標本作製 (NOOO) など組織の桜本作製を行った場

合のïc'i月3 と，病理I!診断料 (N006) など作製 した棋本につき診断又は判断を行

った場合の費用があります。

後者の診断 ・判断の資汀jは，医療機関における病理診断を専ら担当する医師i

の勤務体制や標本作製の種類によって，病理!診断料 (N 006) 引 又は病理判断

料 (N007) れが算定できます。

ただし，病理診断料及び病理I!判断料の算定に当たっては，検査を行っただけ

では算定できません。 病理学的検査の結果に基づく病理診断又は判断を行い，

その~・点を診療録に記載する必要があります。 診療録への記載完備に注Qが必

要です。

.規定 [記載]

E盟 N 007病理判断料の算定に当たっては，診療録に病理学的検査の結果に

基づく病理判断の要点を記d有する必袈がある。

(平25. 8 . 6 医療誠事務述絡)

.記載等のポイント

口病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点、を記載する。

.記載例

症例 . 下行結腸腺腫

11 月 1 日健診にて便ヘモグロビン陽性。精査目的で来院。

11 月 6 日大腸EF施行。 下行結腸に 1 x 2cm大の扇平なポリープを

認める。本人・家族了解のもとポリープ切除術を施行。

出血なし。 病理組織検査に提出。

病理検査結果報告書あり

11 月 20日

S) 特に変わりなし

特掲 N-1 ，特掲 N-2 299 

※ l 病理診断料は診断の別又

は回数にかかわらず，月 l 聞

に限り 3平定できます

※ 2 病理判断料は行われた病

王目標本作製の種頒文は回数に

かかわらず，月 l 回に|浪り 1予

定できます。 ただし，病四!診

断料を算定した場合には.n

定できません

。参考 病理診断料についても

同様に，病耳目診断の要点を記

11出します

0) 病理結果 グループ 2 hyperplastic. adenoma ， 異型細胞認め | ( l 検査の結果に基づく病理

ず。 良性。 I 判断の袈!誌を記紋します

A. P) 診断 : 良性の下行結腸過形成ポリープ， 腺種。経過観察 ( 1 年

後)とする。

日々，便の様子を見ること。

(病理検査報告書交付及び添付)




